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１．計画の目的 

 福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質によって、

約２００キロメートル離れた我孫子市でも一部地域で相対的に高い放

射線量が測定されており、市民に不安が生じています。  

 市は、市民の不安を解消し、原子力発電所の事故前の状態に近づける

ことを目的に、我孫子市放射性物質除染計画を策定し、対策を推進しま

す。  

 

２．計画の実施期間 

 小・中学校、保育園、幼稚園、公園等子ども達の利用する施設を対象

に、相対的に放射線量の高い施設を優先的に実施することを基本に、当

面の除染計画を策定したものです。第１次計画の期間は、平成２３年１

０月～平成２４年３月までとします。  

平成２４年４月以降は、第一次計画の進行状況を見ながら、平成２４

年３月に第２次計画を策定し、引き続き除染を行います。  

 

３．各施設における放射線量と除染の取組み 

 ◇小・中学校  

 （当初の放射線量）  

   ６月１４日から測定を開始し、校庭の５０cm の高さでは、並木

小学校で最大０．６３マイクロシーベルト／時（以下μSv/h）を記

録し、最小は湖北台中学校の０．１９μSv/h でした。  

 

 （放射線量低減の取組み）  

各小中学校では、教職員が保護者や地域の方々の協力を得て、各

校の実情に応じて校庭表土の一部除去、側溝清掃、除草作業を実施

してきました。また、砂場の砂の入れ替えは耐震工事を実施してい

る１校を除き、完了しました。９月９日からは業者委託による側溝

清掃（高圧洗浄及び汚泥除去）を側溝の放射線量や学校行事等を考

慮しながら実施し、１０月中に全小・中学校で完了する予定です。 
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 （放射線量の現状と課題）  

直近の測定結果は、並木小学校で０．３６μSv/h、湖北台中学校

で０．１３μSv/h であり、これまでの取組みから放射線量の低減に

一定の効果が見られています。  

しかしながら、校庭全面が市の当面の除染基準を上回る学校や局

所的に高い放射線量が計測される学校があります。  

 

 ◇保育園・幼稚園  

 （当初の放射線量）  

   ６月１４日から測定を開始し、保育園では、園庭中央５０cm の

高さで、並木保育園で最大０．４３μSv/h、布佐宝保育園、双葉保

育園で最小０．１７μSv/h でした。  

 

 （放射線量低減の取組み）  

各園の実情に応じて、園庭の砂の除去、一部表土の削り取り、芝

生の芝刈りや人工芝の高圧洗浄及びチップの除去等の低減策を実

施しました。また、犬猫の糞尿対策と併せて砂場の砂の入替えを実

施し、公立保育園は全園で、私立保育園では５園で、幼稚園は９園

で完了しています。  

 

 （放射線量の現状と課題）  

直近の測定結果は、保育園では、並木保育園で０．１６μSv/h、

布佐宝保育園で０．１３μSv/h、双葉保育園で０．１７μSv/h とな

っています。当初放射線量の高かった施設において除染が進み、全

体的に放射線量は低くなっています。  

ただし、きめ細かな測定を行っている保育園・幼稚園では、局所

的に放射線量の高い場所があります。  
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 ◇公園  

 （当初の放射線量）  

   ６月１４・１５日に主要な公園１３施設について測定を実施し、

公園中央５０cm の高さで、天王台西公園で最大０．６１μSv/h、

南新木沖田公園で最小０．１６μSv/h でした。  

 

 （放射線量低減の取組み）  

これまで草・芝の刈取り、集草、落ち葉の収集等を中心に実施し、

天王台西公園と柴崎台中央公園では高圧洗浄、芝・草の削り取り、

覆土、表土のすき取りを実施しています。また、砂場の砂は１０の

施設で入れ替えを完了しています。  

 

 （放射線量の現状と課題）  

１０月４日現在、２０３の公園で測定を終了しました。公園中央

５０cm の高さの最大値は久寺家あすなろ公園の０．５５μSv/h、

最小値は布佐高架下子どもの遊び場の０．１１μSv/h となっており、

市の西部の公園の放射線量が高い傾向にあります。  

 

４．除染の実施について 

（１）放射線量低減策の実施を判断する基準  

  放射線量の低減策を実施していく上で、相対的に線量の高い施設の

目安は、当面、小学校、中学校、保育園、幼稚園、公園では地表から

５０cm の高さで、次のとおりとします。  

 

（当面の放射線量低減策の実施する目安） 

８月３１日現在の各施設の測定地点における放射線量の平均  

◇小・中学校・保育園・幼稚園：０．２６μSv/h 

◇公園：０．３４μSv/h 
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（２）判断基準を超える施設数の現状  

◇小・中学校  

１０月５日現在、校庭５地点、地上高５０cm の空間放射線量測

定平均値が、判断基準である０．２６μSv/h を上回る施設数は、小

学校３校、中学校２校です。放射線量の平均値は判断基準を下回り

ますが、校庭５地点の中で 1 地点でも判断基準を超えている施設は、

小学校８校、中学校２校です。  

 

◇保育園・幼稚園  

９月２６・２７日現在、園庭５地点、地上高５０cm の空間放射

線量測定平均値が、判断基準である０．２６μSv/h を上回る施設は

ありませんが、園庭５地点の中で 1 地点でも判断基準を超えている

施設は、公立保育園１園、私立保育園３園、幼稚園２園です。  

 

◇公園  

１０月１２日現在、施設中央１地点、地上高５０ cm の空間放射

線量測定値が、判断基準である０．３４μSv/h を上回る施設数は７

８公園です。砂場は地上高５cm の空間放射線量を測定し、０．３

４μSv/h を上回る施設数は３４公園です。  

   このうち利用者の多い大規模公園２公園、放射線量が高く、子ど

もたちの利用が多い街区公園９公園で除染を実施します。また、砂

場については３４公園全てで砂の入れ替えを実施します。  
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（３）第１次計画の対象施設  

施設における、児童・園児等の生活実態を考慮して優先度を定め、重

点的に除染を行います。第１次計画として、次のところを重点的な除染

対象とします。  

施設  

（）は施設総数  
重点的な除染対象  

対象施設数  

（）は内訳  

小学校  

（１３）  

中学校  

（６）  

公立保育園  

（７）  

私立保育園  

（１１）  

幼稚園  

（１０）  

○校庭・園庭  

・校庭・園庭の全面除染  

測定個所５カ所全てが基準値を超過し

ている施設  

２（小学校２） 

・校庭・園庭の一部除染  

平均で基準値を超過しているが、超過し

ている場所がその一部である施設  

３（小学校１、

中学校２）  

・校庭、園庭の一部除染  

部分的に基準値を超過している場所が

あるが、平均では超過していない施設  

１６（小学校

８、中学校２、

公立保育園１、

私立保育園３、

幼稚園２）  

○校舎・園舎周り等  

各施設で、放射線量の高い場所（ミニホ

ットスポット）から除染  

全小・中学校、

全保育園・  

幼稚園  

公 園  

（２０３）  

○園地の除染  

・利用者の多い大規模公園  
２  

・放射線量が高く、子ども達の利用の多い

街区公園（市民手づくり公園を含む）  
９  

○砂場の入替え  

子ども達の利用の多い砂場を優先的に

行う  

３４  

○草刈り、集草、落葉清掃  全公園  
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（４）除染計画表  

施設名  実施場所  方 法  完了予定  

小  

 

学  

 

校  

並木小学校  

高野山小学校  

校庭の全面  業者委託により表土の削り取

り、覆土等を実施  

平成２４年３月  

第二小学校  

新木小学校  

布佐南小学校  

校庭の一部  業者委託により表土の削り取

り、覆土等を実施  

平成２４年３月  

第一小学校  

第三小学校  

湖北小学校  

湖北台西小学校  

根戸小学校  

湖北台東小学校  

校庭の一部  保護者の協力を図り、表土掃

き取りを実施  

※実施後、放射線量測定結果の推

移により、業者委託による校庭の

一部あるいは全面の表土の削り

取りを検討。  

平成２３年１２月  

※業者委託の場合

は平成２４年３月  

全小学校  ミ ニ ホ ッ ト

スポット等  

保護者の協力を図り、表土除

去・高圧洗浄・覆土・除草・

剪定・落ち葉清掃等、場所に

応じた作業を実施  

※実施後、放射線量測定結果の推

移により、業者委託による除染作

業を検討  

継続  

中  

 

学  

 

校  

久寺家中学校  

白山中学校  

校庭の一部  業者委託による表土の削り取

り、覆土を実施  

平成２４年３月  

湖北中学校  

布佐中学校  

校庭の一部  保護者の協力を図り、表土掃

き取り  

※実施後、放射線量測定結果の推

移により、業者委託による校庭の

一部あるいは全面の表土の削り

取りを検討  

平成２３年１２月  

※業者委託の場合

は平成２４年３月  

全中学校  ミ ニ ホ ッ ト

スポット等  

保護者の協力を図り、表土除

去・高圧洗浄・覆土・除草・

剪定・落ち葉清掃等、場所に

応じた作業を実施  

※実施後、放射線量測定結果の推

移により、業者委託による除染作

業を検討  

継続  
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施設名  実施場所  方 法  完了予定  

公

立

保

育

園  

つくし野保育園  

 

園庭の一部  業者委託により表土の削り取

りを実施  

平成２３年１１月  

側溝  業者委託により側溝清掃を実

施  

寿保育園  園庭の一部  保護者の協力を図り、表土の

削り取りを実施  

平成２３年１０月  

並木保育園  雨水ます  業者委託により雨水ますの撤

去を実施  

平成２３年１０月  

緑保育園  園庭の一部  職員により表土の削り取りを

実施  

平成２３年１１月  

東あびこ保育園  園庭の一部  職員により表土の削り取りを

実施  

平成２３年１２月  

湖北台保育園  園庭の一部  職員により表土の削り取りを

実施  

平成２３年１０月  

全公立保育園  ミ ニ ホ ッ ト

スポット等  

保護者の協力を図り、表土除

去・高圧洗浄・覆土・除草・

剪定・落ち葉清掃等、場所に

応じた作業を実施  

※実施後、放射線量測定結果の推

移により、業者委託による除染作

業を検討  

継続  

私立保育園・幼稚園  公立保育園に準じ除染を実施   

公  

 

園  

天王台西公園  

（大規模公園）  

園路、芝部、

遊具周り、ベ

ンチ周り、東

屋周り、集水

枡、排水路  

業者委託により芝の削り取

り、高圧洗浄、表土のすき取

り、落葉等清掃を実施  

平成２３年１０月  

柴崎台中央公園  

（大規模公園）  

園路、草部、

遊具周り、ベ

ンチ周り、集

水枡、排水路  

業者委託により草部の天地返

し、高圧洗浄、覆土を実施  

福祉団体により落葉等清掃を

実施  

平成２３年１０月  

我孫子駅南口東

公園他６公園  

（街区公園）  

全体  自治会の協力及び業者委託に

より除染  

具体的手法については自治会

と協議により決める  

平成２４年３月  
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施設名  実施場所  方 法  完了予定  

公  

 

園  

①つくし野２号

公園  

②並木１号公園  

（市民手づくり

公園）  

全体  手づくり団体、自治会の協力

及び業者委託による除染。  

具体的手法については手作り

団体、自治会と協議により決

める  

平成２４年３月  

久寺家あけぼの

公園  

他３３公園  

砂場  砂の入替えを実施  平成２４年３月  

他の公園  低減策の業者委託、現場職員による草刈・集草や落葉等清掃を

実施する  
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（５）工程表  

施設名  
１０

月  

１１

月  

１２

月  

１  

月  

２  

月  

３  

月  

小  

 

学  

 

校  

並木小学校  

高野山小学校  

      

第二小学校  

新木小学校  

布佐南小学校  

      

第一小学校  

第三小学校  

湖北小学校  

湖北台西小学校  

根戸小学校  

湖北台東小学校  

      

全小学校        

中

学

校  

久寺家中学校  

白山中学校  

      

湖北中学校  

布佐中学校  

      

全中学校        

公

立

保

育

園  

つくし野保育園        

寿保育園        

並木保育園        

緑保育園        

東あびこ保育園        

湖北台保育園        

全公立保育園        

私立保育園・幼稚園        

公  

 

 

園  

天王台西公園  

（大規模公園）  

      

柴崎台中央公園  

（大規模公園）  

      

我孫子駅南口東公園

他６公園  

（街区公園）  

      

①つくし野２号公園  

②並木１号公園  

（市民手づくり公園） 

      

久寺家あけぼの公園

他３３公園  

      

その他の公園        
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５ 計画の推進 

（１）推進体制  

 本計画の推進体制は、市長を委員長とする「我孫子市放射線対策会議」

を計画の推進、進行管理の中心とします。  

 

（２）実施状況の公表  

 本計画に基づく、放射線量の測定結果、除染作業の実施状況について

は、広報、我孫子市ホームページ等により随時公表します。  

 

（３）除染マニュアルの遵守  

 本計画の推進にあたっては、我孫子市放射性物質除染マニュアルを遵

守します。  

 

６．計画の見直し及び第２次除染計画の策定  

 除染計画の実施にあたっては、国・県や東京電力の対応を見ながら、

必要に応じて随時見直しをするものとします。  

第２次除染計画については、今後も継続的にきめ細かい放射線量の測

定を行い、第一次計画の進行状況を見ながら、平成２４年３月に策定し

ます。  


